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平成21年９月30日（水曜日）

午前10時２分開会

会議に付した案件

○概要説明

福祉保健部、商工観光労働部

１．ひとり親家庭の現状等について

２．病児、病後児保育の現状等について

３．子育てと仕事の両立支援について

４．保育所保育料の滞納状況について

○協議事項

１．県外調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（13人）

委 員 長 図 師 博 規

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 米 良 政 美

委 員 蓬 原 正 三

委 員 萩 原 耕 三

委 員 押 川 修一郎

委 員 外 山 衛

委 員 松 村 悟 郎

委 員 外 山 良 治

委 員 太 田 清 海

委 員 西 村 賢

委 員 新 見 昌 安

委 員 水 間 篤 典

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 髙 橋 博

こども政策局長 山 田 敏 代

部 参 事 兼 佐 藤 健 司福 祉 保 健 課 長

こども政策課長 京 野 邦 生

こども家庭課長 舟 田 美揮子

商工労働観光部

労 働 政 策 課 長 押 川 利 孝

事務局職員出席者

政策調査課主査 松 﨑 勝 一

議 事 課 主 査 山 中 康 二

○図師委員長 ただいまから、少子化・子育て

支援対策特別委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会日程についてであります

が、お手元の配付資料、日程（案）をごらんく

ださい。

当委員会の調査項目、研修内容は非常に広範

囲にわたっておりまして、ここに至るまでさま

ざまな領域の視察なりレクチャーを受けてまい

りました。今回も、副委員長並びに書記と内容

について検討したところでありますが、本日は、

前回から持ち越した課題でもあります、ひとり

親家庭を初め、病児、病後児保育及び子育てと

仕事の両立支援（ワーク・ライフ・バランス等

を含む）の本県の現状と課題等を、福祉保健部

と、少々異例ではありますが、商工観光労働部

一堂に会しまして説明を受けたいと思っており

ます。

４の協議事項でありますが、今後予定してお

ります県外調査などについて御協議いただきた

いと思っております。
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以上のように取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 それでは、そのように決定いた

します。

早速ですが、執行部入室のため、しばらく休

憩いたします。

午前10時４分休憩

午前10時５分再開

○図師委員長 委員会を再開いたします。

本日は、福祉保健部と商工観光労働部におい

でいただいております。

今日に至るまで、執行部の方々からは丁寧な

御説明、レクチャーをいただきまして、本県が

取り組むべき今後の少子化・子育て支援に対す

る課題並びに問題等のあぶり出しが非常に明確

にできつつあると思っております。残された特

別委員会の活動にもきょうの協議がさらに反映

されますよう、意見交換を密にさせていただけ

ればと思っておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。

それでは、時間の制約もございますので、委

員の紹介はお手元の資料をもってかえさせてい

ただきます。あわせまして、職員の皆様の御紹

介につきましても、委員に配らせていただいて

おります配置表を御参照ください。

それでは、早速でありますが、執行部からの

御説明をよろしくお願いします。

○髙橋福祉保健部長 先月、８月10日付で福祉

保健部長を拝命いたしました髙橋博でございま

す。よろしくお願いいたします。

それでは、委員会資料の表紙をめくっていた

だきたいと思います。目次をごらんいただきま

して、本日の説明内容でございますが、まず、

Ⅰの「ひとり親家庭の現状等について」としま

して、ひとり親家庭の現状と課題、支援策のほ

か、前回、委員会で御質問のありました離婚率

の状況等について説明をさせていただきます。

次に、Ⅱの「病児、病後児保育の現状等につい

て」としまして、病児、病後児保育事業の概要

と実施状況、課題や県の取り組み等について説

明をさせていただきます。次に、Ⅲの「子育て

と仕事の両立支援について」としまして、育児

休業や男性の子育て参画の現状、福祉保健部と

商工観光労働部における連携等について説明を

させていただきます。最後に、Ⅳの「保育所保

育料の滞納状況について」としまして、前回、

委員会で御質問のありました保育料の滞納状況

について説明をさせていただきます。

少子化・子育て支援対策は県政の重要課題で

ございますが、現在、政府において検討されて

おります子育て家庭の経済的負担の軽減策とし

ての、いわゆる子ども手当の導入など、今後、

少子化対策に関する施策が大きく動くことも予

想されます。県としましては、国の動向を注視

しつつ、各部局間で連携を図りながら対策に取

り組んでまいりたいと考えておりますので、委

員の皆様の御支援、御協力をお願いいたします。

詳細につきましては、それぞれ関係課長に説

明させますので、よろしくお願いいたします。

私のほうからは以上でございます。

○舟田こども家庭課長 こども家庭課からは、

ひとり親家庭の現状等について御説明申し上げ

ます。

資料の２ページをごらんください。まず、１

の離婚率についてでありますが、（１）の離婚率

の推移につきましては、最新のデータで申し上

げますと、一番右側の平成20年の欄になります

けれども、全国の離婚率は1.99で、本県はその

下の欄で、2.31となっております。
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次に、（２）の本県の年代別離婚比率の推移で

ありますが、これにつきましては国による年代

別統計がないため、下のほうの欄外米印に記載

しております方法によりまして算出いたしまし

た。その結果で見ますと、20歳代、30歳代の離

婚比率が高くなっており、平成20年では30歳代

が7.01と最も高く、次いで20歳代が5.74となっ

ております。

資料３ページをごらんください。２のひとり

親家庭の現状と課題につきまして、平成19年９

月１日付で本県が独自に行いました「ひとり親

世帯生活実態調査」結果によりまとめておりま

す。

まず、（１）の世帯数・出現率の推移でありま

すが、平成19年の総世帯数45万9,690世帯のうち、

母子世帯は１万5,294世帯、父子世帯は2,621世

帯となっており、出現率は、母子世帯が3.33、

父子世帯が0.57となっております。

次に、（２）の世帯の年齢構成でありますが、

母子世帯の年代別構成は、40歳代の40.2％が最

も多く、次いで30歳代の40.1％の順となってお

ります。また、父子世帯につきましては、40歳

代の44.3％が最も多く、次いで30歳代の31.0％

の順となっております。

次に、（３）の就業・生計の状況等であります

が、①の就労形態では、母子世帯の母はパート、

アルバイトなどの臨時雇用が44.8％となってお

り、父子世帯の父は常用雇用が64.8％となって

おります。②の世帯の平均月収でありますが、

母子世帯では10～15万円未満が36.7％で最も多

く、10万円未満が30.5％となっております。一

方、父子世帯につきましては、20～25万円未満

が26.1％と最も多く、次いで15～20万円未満

が20.6％と、母子世帯よりも世帯の収入は高く

はなっておりますが、15万円未満の世帯も20.2

％あります。

次に、（４）の困っていることについて尋ねま

したところ、母子世帯では「生活費」64.9％、

「子供のこと」が41.4％、「老後の心配」が31.6

％の順となっておりまして、父子世帯につきま

しては、「子供のこと」が53.7％、「生活費」が50.5

％、「家事（炊事・洗濯）」が30.7％となってお

ります。

（５）の課題でございますが、ひとり親家庭

は、母子、父子ともに経済的基盤が厳しい世帯

が多く、子供の教育費の助成を初めとする経済

的支援や相談制度などの充実の要望があるため、

引き続き関係機関と連携をしながら、ひとり親

家庭の福祉の増進を図っていくことが必要であ

ると考えております。

資料４ページをごらんください。３のひとり

親家庭に対する支援策であります。まず、（１）

の経済的支援でありますが、①のひとり親家庭

医療費助成事業、②の児童扶養手当、③の母子

寡婦福祉資金貸付金があります。事業の内容等

につきましては、前回のこの委員会で御説明を

させていただいておりますので、本日は説明は

省略させていただきます。

なお、母子寡婦福祉資金貸付金につきまして

は、資料７ページに、資金の種類や利率等につ

いて記載した一覧表を添付しております。母子

寡婦福祉資金は、前回の委員会の中でもお話し

申し上げましたように、事業開始資金、修学資

金など全部で13種類ございまして、目的、利率

等につきましてはごらんのとおりでございます。

恐れ入りますが、資料５ページをごらんくだ

さい。（２）の就業支援についてでございます。

まず、①のひとり親家庭自立支援給付金事業で

ありますが、この事業は、主体的に職業訓練に

取り組むひとり親家庭の母等に対しまして給付
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金を支給し、ひとり親家庭の就業の推進、自立

を支援するものであります。アの対象者でござ

いますが、（ａ）の自立支援教育訓練給付金は、

ひとり親家庭の父・母、また、（ｂ）の高等技能

訓練促進費は、ひとり親家庭の母となっており

ます。なお、（ａ）の自立支援教育訓練給付金は、

ホームヘルパーや医療事務など教育訓練講座を

受講したひとり親家庭の父・母に対しまして、

講座が終わった後に受講料の２割相当額を支給

するものであります。また、（ｂ）の高等技能訓

練促進費は、看護師等の経済的自立に効果的な

資格を取得するため、２年以上養成機関で修学

する場合に、生活費の負担軽減のために給付金

を支給するものであります。イの実施主体とい

たしましては、県及び宮崎市でございます。ウ

の事業費は、当初予算額となりますが、県全体

で1,615万7,000円となっております。

次に、②の就業支援講習会事業でありますが、

この事業は、ひとり親家庭の母等の就業に結び

つく可能性の高い技能や資格を取得するために

講習会を開催するもので、対象者としましては、

ひとり親家庭の母及び寡婦の方、実施主体は県

及び宮崎市でございます。事業費は県全体で634

万2,000円となっております。

次に、（３）の相談支援につきましては、母子

家庭及び寡婦の方に対しまして、自立に必要な

情報提供や助言・支援を行います母子自立支援

員を各福祉こどもセンター等に配置し、母子寡

婦福祉の向上を図っております。現在、県が各

福祉こどもセンター等に15名、宮崎市が４名配

置をしているところでございます。

資料６ページをお願いいたします。（４）のそ

の他といたしまして、①の日常生活支援事業で

ございますが、これは、ひとり親家庭の母等が

修学や病気等により、一時的に日常生活を営む

上で支障が生じた場合に、家庭生活支援員を派

遣することにより、生活援助や保育サービスを

提供し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図るも

のであります。対象者は、ひとり親家庭の父・

母、寡婦の方で、実施主体は県及び宮崎市でご

ざいます。事業費は県全体で390万5,000円となっ

ております。

次に、②の保育所保育料の軽減でございます

が、これは、ひとり親家庭に対しまして所得税

非課税世帯の保育料を減免し、経済的負担の軽

減を図るものであります。対象者としましては、

ひとり親家庭の父・母で、実施主体は市町村で

あります。ウの内容でございますが、所得税非

課税で市町村民税非課税世帯（第２階層）は保

育料が無料、所得税非課税で市町村民税課税世

帯（第３階層）につきましては保育料が軽減さ

れます。

次に、③の保育所の優先入所でございますが、

これは、保育所に入所する児童を選考する場合

において、ひとり親家庭を保育所入所の必要性

が高いものとして優先的に取り扱うものであり

ます。対象者といたしましては、ひとり親家庭

の父・母で、実施主体は市町村であります。

最後になりますが、④のひとり親家庭等自立

支援合同検討会議の開催でございます。これは、

県及び宮崎労働局、商工会議所連合会など、ひ

とり親家庭の相談・支援などにかかわる関係機

関が、ひとり親家庭等の自立支援について情報

交換を行いながら共通の認識を持つとともに、

連携を強化することにより自立の促進を図るも

のであります。

説明は以上であります。

○京野こども政策課長 こども政策課分につい

て説明いたします。

委員会資料の10ページをお開きください。病
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児・病後児保育の現状等についてであります。

まず、１の病児・病後児保育事業についてで

あります。当事業の目的といたしましては、病

気の回復期に至らない場合で、かつ症状の急変

が認められない状態にある児童、いわゆる病児

や、病気の回復期にあり、かつ集団保育がまだ

困難な状態にある、いわゆる病後児を、病院・

診療所や保育所などに付設された専用スペース

で一時的に保育することで、安心して子育てが

できる環境整備を図るものであります。当事業

の実施主体は市町村であり、対象児童は乳幼児

から小学校３年生までとなっております。事業

の実施要件といたしましては、職員配置として、

看護師等を利用児童おおむね10人につき１人以

上、かつ保育士を利用児童おおむね３人につき

１人以上配置することとされており、また、病

児・病後児保育を実施する専用スペースを設置

することなどとされております。県内の実施箇

所数につきましては、平成21年３月現在で９市

町に15カ所あり、県北は４カ所、県央は７カ所、

県南が４カ所設置されております。

次に、２の課題につきましては、昨年、県内

の認可保育所及び当事業を実施中の医療機関を

対象に実施いたしました「病児・病後児保育事

業実施状況等調査」の結果から、①の利用者が

少なく、かつ時期により利用者数の変動も大き

いため、事業の継続的な実施が困難という声や、

これは主に保育所からの声でありますが、②の

看護師等の確保が困難というもの。また、③の

事業を行う専用スペースの整備が困難といった、

ハード面、ソフト面の課題が挙げられておりま

す。

３の県の取り組み等につきましては、運営費

に対しまして、国庫補助事業であります「保育

対策等促進事業」による補助制度や、施設整備

につきましては、医療機関に対しまして「医療

提供体制施設整備交付金」、保育所に対しまして

は「次世代育成支援対策施設整備交付金」によ

る補助制度がございます。また、事業の継続的

実施ができるよう、県や市町村のホームページ

等インターネットを利用した事業の周知や市町

村窓口等での事業の紹介等、利用者への周知を

図ってきております。

一番下の参考として掲載しております緊急サ

ポートセンター事業につきましては、平成18年

度から、国の委託により県央・県北地区で実施

されているものでありまして、会員同士の預か

り事業で、緊急時の預かりや病児・病後児の預

かりを行うものであります。

委員会資料の14ページをお開きください。男

性の子育て参画の現状と課題についてでありま

す。

まず、１の現状についてですが、（１）の夫婦

の家事関連時間の表をごらんください。これは、

本県及び全国の夫婦の家事関連時間の１日当た

り平均時間をあらわしたものです。表の上の段

が、「夫が有業で妻が無業の世帯」、下の段が「共

働き世帯」の状況であります。表の中ほどの「育

児」の項目を太い線で囲んでおりますが、育児

及び家事にかける時間は、全国と同様本県にお

いても、「夫が有業で妻が無業の世帯」「共働き

世帯」ともに妻のほうが夫よりも長くなってお

ります。

なお、この調査の対象となる家庭は、育児が

必要な家庭、そうでない家庭も含めたものでご

ざいます。

次に、（２）の家庭生活における育児、子供の

しつけの夫婦の役割分担の状況についてです。

「主に妻が行っている」「主に妻が行い、夫が一

部分担している」を合わせますと、約65％の世
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帯が妻が育児等の主体になっております。

（１）、（２）いずれの資料も５年ごとに実施

されているものでありまして、現時点では最新

のものでございます。

２の課題についてですが、男性の子育て参画

についての課題としまして、「子育てについての

父親の意識啓発」「多様なニーズに即した働き方

の見直し」「仕事と生活の調和の実現」「父親の

子育てを支える環境づくり」「企業の管理職の意

識啓発」などが指摘されているところでありま

す。

下の表ですが、これはことしの３月に取りま

とめました「結婚・子育て意識調査」の項目で、

男性の育児参加に係るものを参考までに掲載し

ております。

①の「男性が子育てに積極的に参加するため

に必要なこと」につきましては、「夫婦や家族間

でのコミュニケーションをよく図ること」と答

えた方が最も多くなっており、次いで、「社会の

中で男性による子育ての評価を高めること」「労

働時間短縮や休暇制度を普及すること」「子育て

に参加することに対する男性自身の抵抗感をな

くすこと」の順になっています。次に、②の「育

児休業制度の利用意向」についての男性の回答

は、「利用したいが難しい」と答えた方が最も多

くなっています。また、③の「利用したいが難

しい」「利用したくない」と答えた男性の理由に

つきましては、「職場に迷惑がかかるから」が最

も多く、次いで、「収入が減るから」「育児休業

をとれるような雰囲気ではないから」の順となっ

ております。

資料15ページをごらんください。子育てと仕

事の両立支援における福祉保健部と商工観光労

働部の連携についてであります。

まず、１の次世代育成支援宮崎県行動計画の

推進についてであります。（１）の各種施策にお

ける連携ですが、この行動計画は３つの基本目

標を掲げております。そのうちの基本目標２、

「子育てを男女がともに担い、子育ての喜びを

実感できる社会づくり」に係る施策の方向とし

まして「子育てと仕事の両立支援の推進」を掲

げており、商工観光労働部においては、「男性を

含めた働き方の見直し」に取り組んでおり、具

体的に、①のゆとりある労働環境づくりのため

の労働教育・広報などを実施しております。ま

た、福祉保健部では、「ニーズに対応した保育サ

ービスの提供」に取り組んでおり、具体的には、

多様な保育サービスの提供などを実施している

ところであります。

（２）の宮崎県子育て応援本部の設置につい

てですが、知事を本部長としまして、商工観光

労働部を含む各部局から構成する宮崎県子育て

応援本部を設置し、次世代育成支援宮崎県行動

計画を総合的かつ効果的に推進しているところ

であります。

次に、２の子育て応援のみやざきづくり事業

の実施についてです。この事業は、社会全体で

子育てを応援する機運の醸成を図るものであり、

後ほど労働政策課から説明がありますが、従業

員のために「仕事と家庭の両立宣言」を行う企

業の募集について、労働政策課と連携して実施

しているところであります。

次に、３の仕事と生活の調和の実現に向けて

の取り組みについてです。宮崎労働局のほうで

ワーク・ライフ・バランスの実現を目指して進

めております「仕事と生活の調和推進会議」の

委員として両部から参画しているところであり

ます。

４のその他としまして、平成22年度から５年

間の次期「次世代育成支援宮崎県行動計画」策
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定に向けて、庁内のワーキンググループに商工

観光労働部の関係所属が参加し検討を行ってい

るところであります。また、子育て応援のみや

ざきづくり事業の一環として「夢ふくらむ子育

て顕彰」を実施しておりますが、仕事と子育て

の両立支援に積極的に取り組んでいる企業の募

集等につきまして連携して取り組んでいるとこ

ろであります。

委員会資料の18ページをお開きください。保

育所保育料の滞納状況についてであります。こ

の内容につきましては、中核市であります宮崎

市を除いたデータでございます。

まず、１の階層別保護者数・滞納者数につき

ましては、平成19年度と20年度の県内の保育所

保育料の所得階層別の滞納状況を示しておりま

す。表の左端の欄から、保護者の所得状況によ

る世帯の階層区分、その右の２列に児童の年齢

区分による国徴収基準額の保育料、その右に平

成19年度、20年度の保護者数、滞納者数、滞納

者の割合を掲載しております。保護者全体に占

める滞納者の割合は、平成19年度は、表の一番

下の合計欄の右から４列目にありますように7.7

％、20年度は、一番右端にありますように7.4％

となっており、表にはございませんが、18年度

が7.8％の状況にありましたので、若干ずつでは

ありますが年々減少傾向にあります。また、所

得階層別に見てみますと、第３階層と言われる

所得税非課税で市町村民税課税世帯の滞納者が

一番多く、次いで第４階層である所得税４万円

未満の世帯の滞納者が多い状況にあります。

２の滞納額につきましては、平成19年度が約

１億2,000万円、20年度が約１億1,000万円の状

況にあり、表にはございませんが、18年度が約

１億1,000万円の状況にありましたので、ほぼ横

ばい状況にあります。保育料滞納は、保育料を

納めている保護者との公平性を欠くとともに、

市町村の財政を圧迫するなど極めて重大な問題

であり、今後とも市町村に対しまして、保護者

への一層の働きかけや徴収に対する積極的取り

組みを、行政指導、監査等の機会を通し助言等

を行ってまいりたいと考えております。

こども政策課分についての説明は以上でござ

います。

○押川労働政策課長 労働政策課でございます。

よろしくお願いします。

少子・高齢化が進行する中におきまして、仕

事と家庭の両立の実現、労働条件の改善を推進

することは大変重要であると考えております。

このため労働政策課におきましては、仕事と家

庭の両立支援事業、労働相談事業、また育児・

介護休業法等の労働関係法令の周知などに努め

ますとともに、労働局等と連携して働きやすい

職場環境づくりに取り組んでおります。

資料の12ページをごらんいただきたいと思い

ます。本県における仕事と家庭の両立支援につ

いて説明させていただきます。

まず、１の本県の育児休業の現状についてで

ございます。（１）の育児休業の取得状況であり

ますが、平成20年度は女性が72.6％、男性は0.5

％の取得率となっておりまして、少しずつです

が年々伸びております。

次に、（２）の事業所規模別育児休業の取得状

況ですが、平均で72.6％の取得率となっており、

規模の小さい事業所で取得率が低くなっており

ます。

このような中で、（３）の育児休業制度の導入

及び運用における問題点ですが、事業所から見

た問題点としましては、１番目に「代替要員の

確保が難しい」、２番目に「休職者が復職した場

合の代替要員の処遇が難しくなる」としている
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事業所が多く、次に、「利用する者が少ない」「企

業の経済的負担が大きくなる」の順となってお

ります。

次に、（４）働く側からの育児休業取得を希望

しない主な理由としましては、「同僚など職場に

迷惑がかかるから」、２番目に「育児休業を取得

しにくい雰囲気があるから」、また、「収入に影

響するから」「仕事と育児を両立できそうにない

から」の順となっております。

次に、２の本県の取り組みについてでござい

ます。これまで述べました現状等を踏まえまし

て、事業主の方々に働きやすい職場づくりに積

極的に取り組んでいただくため、（１）の仕事と

家庭の両立支援事業等を実施しております。①

の仕事と家庭の両立応援宣言登録制度は、企業、

事業所のトップの方々に、従業員の仕事と家庭

の両立ができるような「働きやすい職場づくり」

の具体的な取り組みを宣言していただきまして

県で登録するとともに、ホームページ等で公表

するもので、本年９月１日現在で126事業所に登

録いただいております。宣言の例としましては、

子育て中に有給休暇をとりやすい環境を整える、

休業者が円滑に復職できるような会社情報を提

供する、学校行事への積極的な参加を奨励する、

出産や育児のため退職した従業員の再雇用に取

り組むなどがございまして、取り組みやすいこ

とから始めていただき宣言していただくことで、

従業員に会社の方針を理解してもらう機会とな

り、社内の意識改革や職場の活性化につなげて

いただければと考えております。

次に、資料の13ページをごらんいただきたい

と思います。②の広報・啓発についてでござい

ます。「仕事と家庭を考えるフォーラム」等の開

催、図書館でのパネル展示、パンフレット・広

報誌等の配付を行いまして、労使双方に対し各

種制度、関係法令等の周知を図り、労働環境の

整備に努めております。

次に、（２）の女性の職場復帰支援でございま

すが、宮崎労働局におきましては、平成19年５

月に「マザーズサロン宮崎」をハローワーク宮

崎内に設置し、主に子育て中の女性を対象に、

職業相談、情報提供、就職支援を行っておりま

す。具体的には下の表のとおりでございますが、

平成20年度は新規求職者数が885人、相談件数

が3,682件、紹介件数が2,867件となっており、

就職件数は467件、就職率は52.8％となっており

ます。なお、米印のところに記載しております

が、ハローワーク都城内に、マザーズコーナー

をこの６月22日に開所しております。

次に、（３）の一般事業主行動計画策定の周知

でございます。この事業は、労働局が、急激な

少子化の流れを変えることを目的に、事業主を

対象として実施しているものでございます。①

の行動計画策定の概要ですが、行動計画は、次

世代育成支援対策推進法に基づき、事業主が計

画期間、目標、達成のための対策と実施時期を

定め、従業員の仕事と子育ての両立を支援する

ための雇用環境の整備を図るものでございます。

平成20年度における策定状況は、届出義務のご

ざいます301人以上の企業で74社、努力義務と

なっている300人以下の企業で192社となってお

ります。

県では、各種フォーラム等の開催や広報誌等

を活用して、マザーズサロンや行動計画策定の

周知に努めているところでございます。

説明は以上でございますが、今後とも、労働

局等と連携を図りながら働きやすい職場づくり

が図られるよう努めてまいりたいと考えており

ます。以上でございます。

○図師委員長 それでは、執行部の説明が終わ
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りましたので、引き続き、委員の皆様方の御質

問、意見等を求めたいと思います。いかがでしょ

うか。

○米良委員 こども家庭課長に１～２お聞かせ

をいただきたいと思うんですが、長年、少子化

対策に取り組んできておりますけれども、なか

なかその実が上がらないというのが実態ではな

いかと思います。そういうことを考えますと、

いつの時代でしたか、市町村の自治体が第２子

から50万出そうとか、第３子から100万出そうと

いう時代もありました。さっき課長から、ひと

り親家庭の現状とか、それに対する支援策とか、

３ページでいいお話を聞きましたけれども、ひ

とり親家庭は経済的に基盤が厳しいということ

を前提にして、「関係機関と連携をし」という話

がありました。非常に時期に合った対応とは思

いますけれども、今まで連携をしてこられて、

本当の意味での支援策、明るいものが出てきた

かどうか、実態としてあればお聞かせを願えま

せんか。

○舟田こども家庭課長 関係機関との連携につ

いての具体的な成果という御質問かと思います。

正直言って具体的な成果がすぐすぐ出るもので

はございませんけれども、例えば、就労支援と

いうことで、先ほど労働政策課長のほうからも

御説明ありましたが、母子家庭を含むお母さん

方の就労支援などの施策の広報等を労働局と労

働政策課が一緒に行うことによって、より一人

一人の皆さんへの周知を図るといったようなこ

とが一つはございます。ただ、非常に経済状況

が厳しい中、働く職場も限られた中で難しい部

分はございますけれども、そういった意味での

情報交換、さらには母子家庭の方々の生活に向

けてのいろんな相談窓口の周知などを一緒に

やっているところでございます。

○米良委員 もう一つは、これまでいろんな支

援策を考えられて実施に移していくわけですけ

れども、利用者が少ないという過去のデータも

見たことがあります。６ページの下のほうに、

「ひとり親家庭等自立支援合同検討会議の開催」

とありまして、いろんな構成機関があります。

ここあたりで議論をしていく中で、当事者の相

談件数とか相談内容を把握されたものがデータ

としてありませんか。

○舟田こども家庭課長 例えば、県の機関の福

祉こどもセンター等も入っておりますが、先ほ

ど説明の中で申し上げました母子自立支援員が

各福祉こどもセンター等におります。昨年度、

宮崎市も含めた相談件数が２万9,000件ほどござ

いまして、その中身は、経済上の問題というこ

とで、母子寡婦福祉資金の活用、就労支援に向

けての就労相談、資格取得の相談などが主なも

のとなっております。関係機関は、それぞれ就

労の相談を数千件受けているなどの情報は、会

議の中では交換をしているところでございます。

以上のような回答しかこの場ではできませんけ

れども、よろしくお願いいたします。

○米良委員 さっき労働政策課長からいろいろ

お話がありました。これも以前から取り組みを

されてきたことだろうと思いますけれども、育

児休業をとる場合に、職場との連携、職場の皆

さんにどう理解を求めていくかという時代もあ

りました。さっき課長から説明がありましたけ

れども、ここに私が持っております前もらった

データでは、「職場に迷惑がかかるから育児休業

をとりにくい」69.2％、「育児休業をとれるよう

な雰囲気ではないから」が53.8％、そういう状

況からすると、職場での理解がいまひとつ得ら

れていないという理解でいいんでしょうか。そ

れとも当事者から口コミあたりが少ないからこ



- 10 -

ういうことになるのか、どう理解をしておけば

いいんでしょうか。

○押川労働政策課長 委員のおっしゃるとおり

でございますが、さっき説明いたしましたよう

に、両立応援宣言をそれぞれの企業がしていた

だくことで働きやすい職場になり、従業員のや

る気が高まったり、優秀な人材の確保につながっ

たり、定着、職場の活性化につながると考えて

おります。そういう中で、実際に応援宣言をし

た会社の事業主から話を聞いてみますと、子供

の学校行事などに父親も参加できるように取り

組んだところ、父親の育児への関心が高まった

とか、子供の行事や看護などに配慮した宣言内

容を行ったことで、よりよい人間関係ができ、

社員が仕事にも積極的に取り組むようになった

と。会社の中で、みんなでこういうことに向かっ

てやろうという目標をつくったことで、みんな

が休みやすい環境ができたとか、取り組みやす

い職場の雰囲気づくりには大いに役立っている

と聞いておりまして、おかげさまで、応援宣言

を始めた18年の50件ぐらいから、昨年が104件、

ことしは150件を目標に取り組んでおります。

○米良委員 その中の一つで、「収入が減るから」

というのが47％というデータがあります。当事

者としてはそれが思い悩んでいる大きな問題点

なのかなと考えますと、いろんな職場とか企業

への働きかけ、理解を求めていくのは、市町村

自治体がいいのか、県が県内全体に網をかける

方法がいいのか、そこらあたりはどう考えてお

られますか。

○押川労働政策課長 私どもこの応援宣言を

もっと普及させたいと考えております。例えば、

実際に育児休業をとって子育てを経験したこと

がある元ＴＢＳアナウンサーの下村健一さんを

お招きして講演をしていただいたり、また、宮

崎県内の企業にお勤めの方で育児休業を取得し

て子育てを体験した男性職員、そういう方々に

体験談を話していただくなど工夫もしていると

ころです。そこあたりが、さっき見ていただい

たように126件ぐらいと、今後ますます企業をふ

やしていく努力をしないといけないと思ってい

ます。

○押川委員 本県の年代別離婚比率の推移の中

で、特に20代、30代は結婚して子育てに入って

いかれる年代です。県内のデータの中で、宮崎

市、都城市など県内の町場と農村、市町村の比

率がわかればお聞かせ願いたいと思います。

○舟田こども家庭課長 年代別離婚比率につき

ましては、今回、年代別に県全体で算出いたし

まして―申しわけございません。これに基づ

いた市町村ごとのデータはございません。

○押川委員 農村部では、３世代同居とかでじ

いちゃん、ばあちゃんたちもいて子育てを応援

していただける。町場に行くと核家族というこ

とでなかなかそういう支援がないということで

いろいろ数字が出る中で、性格の不一致、ある

いは経済的なもの、そういった支援がないとい

うことで離婚率も高いのかなと自分なりに判断

をしたところです。

離婚されてからはいろんな支援はあるんです

けれども、離婚をしない方法の検討は、皆さん

方されないのか。数字はそういうことですけれ

ども、離婚をしない方法、しないような環境づ

くり。先ほど労働政策課のほうからもありまし

たけれども、もう少し一緒になってそういった

対策をやられたほうがいいんじゃないかと私は

思ったんですけれども、どうでしょうか。

○舟田こども家庭課長 離婚しないような環境

づくりというのは難しい部分もございます。た

だ、「ひとり親世帯生活実態調査」の結果から見
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ますと、母子家庭、父子家庭になられた原因は、

母子家庭の場合には離婚が８割以上を占めてお

りまして、その理由が―前回、蓬原委員から

も御質問があったんですが、性格の不一致が６

割以上と多い中で、そのほかには、母子家庭の

場合ですと経済的理由が２割、ＤＶが１割、父

子家庭になりますと経済的理由が１割、ＤＶが

２％弱というデータもございます。ということ

は、やはり経済的な理由から離婚に至ったこと

が多いということ。

その調査の中でもう一つ見えたことは、経済

的な助成を要望する声が母子、父子ともに多い

といったことで、そこらあたりの支援がどういっ

た形でできるのか、財政的な問題もありますけ

れども、一番必要になってきているんだろうな

と考えます。そういう中で、医療費助成等に父

子家庭を20年の10月に追加したというのが、今

のところ一つは進んでいる部分かなと、まだま

だという部分はございますけれども、そういっ

たことです。

○押川委員 どこまでこれは真実性があるのか

わかりませんが、いろんな話を地域の中やいろ

んなところで聞くんです。宮崎県の離婚率が高

いのは、偽装まではわかりませんけれども、離

婚して、いろんな政策、制度をとったほうがま

しだという話も聞きます。各市町村あるいは県

のほうでそういう声を聞かれていますか。我々

は、ＰＴＡとかいろんなところでそういう話が

あるということはよく耳にします。

○舟田こども家庭課長 ひとり親家庭の支援と

いうのは大切な一方、押川委員おっしゃるよう

に、偽装して、例えば児童扶養手当を受給され

るといったことは非常に問題であると考えてお

ります。そういう考えのもとに、一番身近な各

市町村、民生児童委員の方々からのいろんな情

報をいただきながら、特に市町村とは連携して

その実態把握に努めて、適正な経済的助成制度

の活用については努めているところですし、今

後ともそこはしっかりと把握をしながらやって

いきたいというふうに考えています。

○押川委員 そういう声が自然といろんな地域

の中で広がっていくと、離婚したくないけれど

も、そういうものがあれば、何らかの形で性格

の不一致で、まだ続く環境であっても、そうい

うことであればそうしようかという流されるも

のも出てくるのかなという気がするものですか

ら、そういう情報は各市町村との連携の中でい

ろんなことを伝えてほしいな、そんなふうに思

いました。

○蓬原委員 離婚率に関してですが、離婚率の

推移ということで、1,000人当たりの離婚件数の

指標のようです。この指標を見て不思議に思う

のが、人口というのはゼロ歳児から入っている

んですか。

○舟田こども家庭課長 資料の２ページの１の

（１）離婚率の推移、全国と比較したものにつ

きましては、今、蓬原委員がおっしゃいました、

国の算出方法が、米印の２番目の離婚件数割る

総人口掛ける1,000ということで、この総人口に

は全人口、結婚できない子供も入っております。

ただ、（２）の本県の年代別離婚比率の推移とい

うことで、今回、私どものほうで算出いたしま

したデータは、例えば19歳以下でありますと、

法定上の婚姻年齢、実際、結婚できる年齢に応

じたもので出しております。

○蓬原委員 （２）の年代別については、現実

に即したものが出ているということですね。

○舟田こども家庭課長 そのとおりでございま

す。

○蓬原委員 今、結婚をする人が減っています
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よね。結婚率が下がっている。結婚率が下がれ

ば当然、結婚しているカップルが少なくなるわ

けだから、その中で破局に至る人の率を1,000と

いう数字で出せば、離婚の数が当然減っている

わけで、結婚率も一緒に指標として出しなが

ら、1,000人当たりの離婚件数はどうなんだとい

う数字と見比べていかないと、実際の離婚率の

推移がどうかというときに、いまひとつ指標と

しては足りないのかなという気がしたので、結

婚率の推移というんですか―今、「非婚」「未

婚」という言葉があります。「未婚」はまだいい

としても、「非婚」という言葉が定着しています

から、少子化ということは、結婚していただか

ないと子供は生まれないという事実があるわけ

だから、結婚率というのも指標を出してもらう

といいんじゃないかという気がしましたので、

申し上げました。お考えは何かありますか。

○京野こども政策課長 結婚率の逆ですけれど

も、未婚率という調査はしております。後ほど

お届けしたいと思います。

○蓬原委員 押川委員の意見にもありましたけ

れども、我慢しなさいというか、安易に離婚の

結論にいかないようにという風土、環境づくり

も必要だろうと。離婚しない勧めと、逆では、

結婚の勧めということをやっていかないと、少

子化の傾向に歯どめはないんじゃないかと思い

ましたので、結婚率の話を出したところでした。

○西村委員 私も今、蓬原委員と全く同じこと

を考えていまして、離婚率というものの考え方

が、比較できないんじゃないかなと思ってずっ

と見ていました。特に、今あったように宮崎県

は婚姻率は他県に比べて割と高くて、全国1.99、

本県2.31という数字が出ていますけれども、実

はイコールでもないんじゃないかなという気が

します。先ほどデータはないということですが、

婚姻率のデータは簡単に収集できると思うんで

す。県はそういうデータは取り扱っていないん

でしょうか。

○京野こども政策課長 先ほど申し上げたんで

すけれども、結婚率というか、その逆で、未婚

率の推移は把握しております。

○西村委員 正反対は婚姻率になるんですか。

非婚率の正反対が婚姻率になるんですか。

○京野こども政策課長 人口統計調査の中で結

婚率というふうに正確に出ているものもあるか

と思いますけれども、それはまた調査してお届

けしたいと思います。未婚率というのは持って

おります。

○西村委員 それは置いておいて、次に行きた

いと思います。データのことでこども政策課に

お伺いしたいんですけれども、18ページの保育

所保育料滞納状況には、認可外園とか認定こど

も園は入っていないということでよろしいんで

しょうか。

○京野こども政策課長 これは認可保育所につ

いての調査でございます。

○西村委員 当然、認可保育所以外は把握して

いないということですか。

○京野こども政策課長 認可外施設については

把握しておりません。

○太田委員 資料の３ページのこども家庭課で

すが、ひとり親家庭の現状と課題の（２）のと

ころ、これは先ほど蓬原委員が質問したことと

関連があるかもしれませんが、例えば、40歳代

から50歳代に移行するときに数字が落ちている

意味は、子供さんが18歳になってひとり親家庭

の定義をなしていないということで、ここはぱ

たっと落ちると解釈していいですか。

○舟田こども家庭課長 特に母子世帯につきま

しては、太田委員がおっしゃるとおりでござい
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まして、寡婦になられるということで、この中

からは外れていく形になります。

○太田委員 ５ページの、先ほど説明がありま

した一番上の（２）の就業支援、この中の（ａ）

と（ｂ）の説明がありました。（ａ）のほうは受

講料の２割程度をということでしたが、（ｂ）の

ほうは生活費を支援するというような言い方さ

れましたが、もう一回、生活費であればどのく

らいなのか。

○舟田こども家庭課長 高等技能訓練促進費の

生活費の支援ということでございますけれども、

これは金額で言いますと、現在、月額で10万3,000

円、そして修学期間の後半の２分の１の期間と

いうことで、18カ月を限度といった制度になっ

ております。

○太田委員 いいことだと思いますが、生活費

を10万ほど出す、期間的には２分の１というこ

とですが、これは利用されている人はどのくら

いいらっしゃるんですか。

○舟田こども家庭課長 平成20年度で申し上げ

ますと、県が７名、宮崎市で６名ということで、

合計の13名になります。

○太田委員 生活費ということであれば、「私も」

という人たちが多いと思うんですが、これは人

数的な上限があるんでしょうか。

○舟田こども家庭課長 予算がございますので、

当然、人数の制限があります。今のところは看

護学校とかいろんな資格を取るための専門学校

での窓口の周知、それから各市町村、県の福祉

こどもセンターの母子自立支援員からの情報提

供等を含めて周知はしているんですが、それ以

上の御希望が今のところはないということでご

ざいます。ただ今回、補正で、制度改正に伴う

人数の増等もお願いをしているところでござい

ますので、これからますます希望される方には

こういった制度の活用をしていただけるものと

いうふうには考えております。

○太田委員 大いに活用をお願いしたいと思い

ます。

それから10ページ、こども政策課のほうです

が、病児・病後児保育事業で県内15カ所あると

いうふうに聞きましたが、病院と保育所、保育

所はイメージしやすいんですけれども、病院等

でこれを活用しているところは、15カ所のうち

何件あるんですか。

○京野こども政策課長 箇所数でいきますと、

病院でやっておりますのが４カ所でございます。

保育所が11カ所になります。

○太田委員 病院の名前がわかれば。

○京野こども政策課長 宮崎市が小野小児科、

竹井小児科、清武町がかわぐち小児科、都城市

の吉井病院でございます。

○太田委員 12ページ、労働政策課のほうであ

りますが、仕事と家庭の両立支援事業、企業・

事業所のトップの方々の理解のもとに「働きや

すい職場づくり」を宣言してやっているという

ことですが、こういう取り組みをする企業は、

社長の物すごい理解と、人徳の高い人たちがさ

れるんだろうなという感じがするんですが、126

事業所、これはたたえるべきだろうと思うんで

す。私もどこがやっているか知らなかったんで

すが、地元の市町村の広報に載せて顕彰すると

か、県の広報でもう載せられたかもしれません

が、こういう事業所のＰＲはされていますか。

ホームページを見ればいいと言ったら、なかな

か見る人はいないと思うので、こういう人たち

を前面に出してあげるような取り組みをされて

いるかどうか。

○押川労働政策課長 委員おっしゃるとおり、

県のホームページに出して各企業のＰＲをさせ
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ていただくとともに、子育てについて理解があ

り、積極的な事業所ということで、事業所その

ものの地位（ステータス）向上にもつながって

いるのかと思っています。そのほかには、私ど

もでつくっているパンフレット、冊子の中で事

業所のＰＲに努めているところです。

○太田委員 市町村で広報機関も持っているし、

地元の進んでいる事業所を、ステータスを高め、

いい意味で認知してあげるためにも、何かして

あげるといいんじゃないかと思います。

○押川労働政策課長 今おっしゃったような御

意見も踏まえて、今後、市町村の広報誌等に地

元の企業のＰＲをしてもらうよう働きかけをし

ていきたいと思います。

○京野こども政策課長 今の顕彰事業というこ

とで補足させていただきます。こども政策課の

ほうで「夢ふくらむ子育て顕彰」事業というの

を20年度から実施しておりまして、その中で、

子育てしやすい職場環境づくりに取り組んでお

ります団体、企業について顕彰しているところ

でございます。以上でございます。

○太田委員 それは媒体といいますか、どうい

うものを使って顕彰しているんですか、公表の

場は何ですか。

○京野こども政策課長 昨年度は、知事室に来

ていただきましてそこで表彰して、それがマス

コミに流れたというふうな状況でございます。

○太田委員 13ページの（３）一般事業主行動

計画策定の周知というところで、企業が192社、74

社も達成、全体が出ていますが、この数と、12

ページの126事業所、これは似たようなものかと

思うと、この数字がいい方向に上向いていくべ

きではないかなという感じがするんです。こう

いう取り組みをしている、12ページの126事業所

というのは、192社のほうに数字が上がっていっ

てもいいんではないかなという感じがしたんで

すが、理解を得ながらそういう取り組みをして

おるわけですから、余り差があると趣旨が違う

のかなという気もしたものですから。どうでしょ

うか。

○押川労働政策課長 一般事業主行動計画につ

きましては労働局のほうでやられている計画策

定の認定業務ですが、192社と私どものほうの数

字と開きがあるのではないかというお話ですけ

れども、具体的にやっていること、考えている

ことは一緒でございますので、そこあたり連携

しながら今後も取り組んでいきたいと思います。

○太田委員 18ページの保育料の滞納状況であ

りますが、滞納額は１億2,000万という説明もあ

りました。現年度に生じた金額ではなくて、過

年度、昔からの分も積み重なってこうなってい

るということですか。

○京野こども政策課長 この金額については現

年度分のみということでございます。

○太田委員 現年度だけでこうなるんですね。

○京野こども政策課長 先ほど答えましたよう

に現年度分だけでございます。

○太田委員 過年度分等もあるかと思いますし、

５年経過したら不納欠損ということで落ちるこ

ともあると思うんですが、滞納、過去の分はわ

かりますか。

○京野こども政策課長 過年度分については、

市町村がそれを引き受けるという形になります。

○太田委員 先ほど離婚の原因ということで、

離婚しない方向という話も出ましたが、私もこ

れをずっと担当していましていろいろな相談に

乗ることもあります。何でかなと思ったときに、

先ほど言いましたように、経済的な状況と、Ｄ

Ｖということもありますが、私の経験で言うと、

例えば、だんなさんを見たときに、一生懸命働
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いているんだけど、「これはおれの金じゃ」とい

うような感じで浪費をする、お金に対する家庭

内での不一致が積み重なった原因で、お互いに

不信感を持って離婚していくというのが多いな

と感じるんです。私は、そういう人のいろんな

相談を受けたときには、別居しておる人にも、

「あなたが働いたお金を、奥さんに1,000円で

も2,000円でもいいから直接仕送りしてあげなさ

い」とか、メールで奥さんに連絡したというも

のだから、「メールじゃなくて、はがきなんかを

書いて出して、封筒だったらそれにお金を入れ

てでもやったらどうですか」というようなこと

を言いながらやることも多いんです。一生懸命

に働いて家庭をつくろうというお互いの信頼感

の欠如といいますか、浪費癖的な今の風潮も余

りよくないかなという感じはちょっとしたもの

ですから、質問じゃありませんけれども、参考

にしてみてください。何かならんかなと思いま

してですね。以上です。

○外山良治委員 平成17年度、次世代育成支援

対策推進法、301人以上、これは分母は何社です

か。

○押川労働政策課長 21年の３月末で76社です。

○外山良治委員 分母はほとんど100％、301、

義務規定。

○押川労働政策課長 届出率で97.4％となって

います。

○外山良治委員 100～300、努力義務、分母。

○押川労働政策課長 平成18年度の総務省の事

業所・企業統計調査の数字ですが、県内の300人

以下の事業所５万8,127社です。

１～９人の事業所で80.4％、10～29人の事業

所で14.1％、30～99人が4.1％となっていまして、

１～99人の事業所で……。

○外山良治委員 努力義務がある100～300の努

力義務規定の事業所の分母―もういいです。

県庁の男性の育休取得者数、今までずっとゼ

ロだった。

○押川労働政策課長 男性の取得率が0.5となっ

ていましたが……。

○外山良治委員 何人。

○押川労働政策課長 ４人になっていました。

○外山良治委員 ふえている、減っている。

○押川労働政策課長 勘違いをしておりまして、

私は、県内の事業所の数字を４人と申し上げま

した。県庁は把握しておりません。

○外山良治委員 まず県庁の中でどうなのかと

いうことを調べた上で、30市町村の実態を把握

した上で問題点を出したほうがいいんじゃない

ですか。自分ところもわからんのに、人だけ教

えろと言うたって、これはちょっとおかしいん

じゃないですか。これも随分前から言われてい

ますよ。

○京野こども政策課長 手元に資料がございま

したのでお答えいたします。県庁では平成20年

度で２人でございます。

○外山良治委員 女性は。

○京野こども政策課長 女性は100％でございま

して、人数については把握しておりません。

○外山良治委員 だから、男女雇用機会均等法

とか法律をいっぱいつくった。しかし、県庁の

中で女性は100％、男子はほとんどいない。以前

からこういう状況です。そのことに対して労働

政策課として知事部局に申し入れをされたんで

すか、していないんですか。した結果どうなっ

たんですか、教えてください。

○押川労働政策課長 いたしておりません。

○萩原委員 これは非常に答えにくい、こども

家庭課長なのか部長なのかわかりませんが、聞

いておって、答えられる方がお答えいただきた
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い。

４ページから５ページまで、ひとり親家庭の

支援策というのがたくさんメニューがあります。

実施主体が市町村だったりするんですが、予算

が組んであるでしょう。予算が組んであるとい

うことは、今までの統計的に、あるいは実施し

たらこの程度の金額だろうということで予算を

組んでいるんだろうと思うんです。そこで質問

ですけれども、窓口の対応は積極的対応ですか、

にこにこ笑って消極的対応ですか。

○舟田こども家庭課長 制度がございますので、

制度を活用していただくように、予算の範囲内

で積極的ににこにこしながら広報はやっている

つもりではございます。

○萩原委員 窓口の話だからなかなか難しい質

問ですけれども、よくあるのは、例えば１人の

人が県内の市町村の窓口に行きました。どれか

１つ相談します。「児童扶養手当について来まし

たけれども、私の場合はどうでしょうか、該当

するでしょうか」といった場合、みんなとは言

わないけれども、往々にして、「ああ、難しいで

すね。あなたの場合はこれには該当しませんね。

残念でした」という程度で、「ほかにもメニュー

がありますよ」ということの積極性がないんで

す。予算があるから。みんながみんなとは言い

ませんけどね。昔から「運用の妙は人にあり」

と言うけれども、困って相談に来たら―実際

はやってくれていると思うけれども、「あなたの

場合はこれには該当しないけれども、この方法

ならいいですよ」、あるいは「これとこれと併用

でできますよ」とか。余り積極的にやると予算

があるから難しいので、一窓口の人ではわかり

ませんよね。「私がこれをしたから予算オーバー

するんじゃないだろうか、しないんじゃなかろ

うか」、そういう判断はできないわけです。だか

ら、市町村の職員、県の職員の対応の仕方の指

導とかそういう面は―２～３年で異動してい

くわけですよね。人間ピンからキリまでおりま

すから、いろんな人が窓口におった場合に、ど

うなんだろうかなと、その辺を心配するもので

すから。

これはこども家庭課だけではなくて、こども

政策課でも、施設の問題でもそうですよね、裏

には予算があるわけですから。積極的にしてく

れているのか。あなたの場合はこうですよ、こ

ういうのもできますよ、これとこれと並立して

できますよとか、そういう姿勢がどうなのかな

と心配しておるものですから、その辺は余り気

を使ったことはありませんか。

○舟田こども家庭課長 萩原委員がおっしゃっ

た部分につきましては、特に市町村とか窓口の

方には、一人一人の生活実態、家族形態など違

う状況にありますので、きめ細かな対応をして

いただくようにということで、確かに予算の枠

はございますけれども、いろんな制度について

は十分周知を図っていただくようにはお願いを

しております。人の資質によってそういうこと

があってはいけないことだと思いますけれども、

そういうことがありましたようなときには、そ

ういうことがないようにということで、十分意

思の疎通を図っていきながら制度の活用には努

めていきたいと考えております。

○萩原委員 相談に来た分には真剣に相談をし

ましたよという逃げ道はあるわけです。ほかに

はメニュー示さなかったけど、相談の案件につ

いては一生懸命熱心にきめ細やかに話をしまし

たよという逃げ口はあるわけです。姿勢の問題

でしょうけれどもね、難しい話ですけど。その

辺に各市町村にも気を配っていただければあり

がたいなと、こう思います。
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私も時々耳にする場合があるものだからです

ね。「これもあるがね」というふうに、僕らはあ

る意味無責任に言うんです。予算のことを考え

ないですから。その辺のところをひとつ心がけ

ていただくように、それが課長のおっしゃるき

め細やかな対応だろうと思いますので、よろし

くお願いします。

○新見委員 萩原委員の質問に関連ですが、４

ページの母子寡婦福祉資金貸付金、学校に行く、

またこれから学校に行きたいという子供たちを

持った母子家庭にとっては非常に大事な貸付だ

と思うんです。ここに貸付実績は載っています

が、申し込み総数はわかりませんか。

○舟田こども家庭課長 正確にはわかりません

けれども、相談があった件数につきましてはほ

とんど100％近く貸付を行っているという実態が

ございます。件数的には各年度で若干差はあり

ますけれども、貸付をお断りしたという状況は、

ここ数年ではないというふうに把握しておりま

す。

○新見委員 資金使途として13ありますけれど

も、一番多いのは修学資金でしょうか。

○舟田こども家庭課長 はい、修学資金が一番

利用が多い状況となっております。

○新見委員 一応借りて、当然返済が始まるわ

けですけれども、返済の状況はどうでしょうか。

○舟田こども家庭課長 返済状況については厳

しい状況にございまして、母子寡婦福祉資金合

計で償還率が、平成20年度で46.7％といった状

況になっております。

○新見委員 母子家庭の厳しい経済状況を考え

るとそういう状況になるのもわかるんですけれ

ども、母子家庭の福祉の向上を図ることに力を

入れながらも、回収を図っていく、非常に苦し

いところがありますけれども、しっかりやって

いただければというふうに思います。以上です。

○京野こども政策課長 先ほど御質問のありま

した婚姻率でございますけれども、婚姻率の出

し方は、年間の婚姻件数を県の総人口で割りま

して、それを1,000倍したものでございます。平

成20年が5.5、19年も同じく5.5、18年が5.4、17

年が5.2となっております。以上でございます。

○蓬原委員 そうなった場合に、平成20年度で

婚姻率が5.5、離婚率が2.31、ということは２組

に１組は離婚していると考えていいんですか。

例えば私どもが仲人しているときに、50組仲人

すると25組は離婚したという話ですか。この指

標の見方がどうなんだとさっきから議論してい

るんだけど。２分の１の離婚率といったら物す

ごいことになりますよね。

○佐藤福祉保健課長 この数字は、次回でも整

理したものを出させていただきたいと思います

が、もちろん離婚される方と婚姻される方は違

う方です、ある年度の一定時点ですと。宮崎県

の場合、年間に離婚される件数は2,000件台です。

婚姻される件数は6,000件台です。総人口で割り

戻したら2.31なり5.5となります。詳しくは、次

回お願いしたいと思います。

○太田委員 萩原委員が言われたことと関連す

るんですが、福祉保健部というのはサービスを

提供する側ですので、私の経験ですが、お客さ

んが来られたときに、隠すわけではないんだけ

れども、担当者が知らないばかりに、「こういう

サービスもありますよ」ということを言わない

可能性もあるんです。職員に多岐にわたるサー

ビスを知っておってもらうというか、研修で十

分職員の質を高めておくことも大事かなと。た

だ、行政の中にも生活保護法とか、母子貸付も

多少似ていると思うんですが、特に生活保護法

の場合は、自立という本人のやる気を起こさせ
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ていかにゃいかんという意味では、そしてまた

不正を見抜いていかにゃいかんという意味では、

担当者と申請する方との厳しいやりとりが確か

にあるから、やたら勝手にいいぞいいぞという

ことにはならん仕事でもあると思うんです。そ

こはそういう厳しいものがあるし、私も母子貸

付金の関係でいろいろ指導したときに、最初か

ら返さんでいいという覚悟で借りる人たちもお

ることはおるんです。そういったところをきちっ

とさせていくというのがそちらの悩みであろう

し、うまくサービスを受けさせてあげたいとい

う思いの一番つらいところだろうなと思います。

私の経験では、一生懸命やったつもりが、例

えば、障害のあるお子さんを持っている人に、

「特別児童扶養手当が出るんですよ」と教えて

あげたところ、所得制限というのがありまして、

市会議員だったものですから、「よく調べたら所

得制限であなたはだめでした」ということになっ

て、診断書まで出してくださったんですが、診

断書料5,000円がぱあになっちゃったんです。と

ころが、その人は「そんなに親切に教えてくれ

たんだからいいですわ」といって快く了解して

いただいたんですが、私が勉強していなかった

ということでそういう失敗をしたこともありま

す。ですから、サービスを提供する側の職員の

研修をして資質を高めて、市民の方々にこうい

うのがありますと自信を持って言えるようにさ

れるといいのかなと感じましたので、お願いし

たいと思います。

○図師委員長 それでは、時間も切っておりま

すが、私のほうから１点だけ。押川課長に、宮

崎では今、子育て応援サービス協賛企業を募っ

ていらっしゃると思うんです。子育てをしてい

る方々がお店とか企業のサービスを利用したと

きに特典を使える、例えば割引があったり、ポ

イントがたまったり、そういうのを宮崎も取り

組まれておるんですが、宮崎県はほかの県に比

べると協賛企業の登録件数が極めて低いんです。

福岡ですと7,000件以上、長崎でも2,000件以上、

佐賀も900件、宮崎は500件に満たない、474件し

か協賛登録されていないということで、私から

言わせてもらえば、県のＰＲ、アプローチが足

りないところがあるんじゃないか。また、メリッ

トが子育ての世帯に届いていないところがある

んじゃないかという危惧をしているんですが、

そのあたり何か御見解があればお願いいたしま

す。

○押川労働政策課長 非常に他県と比べて低い

と。仕事と家庭の取り組み方が非常に不足して

いる部分かなと感じますので、そこあたりも含

めて今後とも積極的に職場環境の改善に向けて

頑張っていきたいと思います。

○京野こども政策課長 私どもの事業とも関係

があるところでございまして、子育て応援運動

につきましては３つ、「子育て応援宣言」「仕事

と家庭の両立応援宣言」「子育て応援サービス」

とあるんですけれども、子育て応援サービスに

つきましては、ことしの８月31日現在で732件の

登録をいただいているところでございます。以

上でございます。

○図師委員長 部局わたっての連携が必要かと

思われますので、労働政策課のほうもぜひ情報

提供並びに協力体制を強化してください。

では、以上をもちまして執行部の説明並びに

委員からの質疑を終わらせていただきます。

執行部の方々には、大変丁寧な御説明ありが

とうございました。また、宿題も出ております

ので、次回委員会のときにはよろしくお願いい

たします。

それでは、執行部の方は退室いただいて結構
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です。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前11時42分休憩

午前11時43分再開

○図師委員長 委員会を再開いたします。

続きまして、協議事項でありますが、県外調

査について、資料１をごらんください。私のほ

うから簡単に研修先の説明をさせていただきま

す。10月27日から29日にかけて実施します県外

調査ですが、前回の委員会におきまして正副委

員長に御一任いただきましたので、ごらんのよ

うな日程を作成いたしました。非常に移動距離

の長い行程になっておりまして、身体的にはか

なり疲れるかと思われますが、ぜひ御協力お願

いしたいと思います。

まず、10月27日は、東京経由石川県庁に入ら

せていただきます。石川県では、多くの企業な

どを巻き込んださまざまな子育て支援の取り組

みや、親が働いているいないにかかわらず、す

べての子育て家庭が保育指導や一時保育を利用

できるマイ保育園制度などを取り組まれており、

内閣府からは先進自治体として表彰を受けるな

ど、子育て支援が最も進んでいる県であります

ので、その取り組みについて調査をしたいと思っ

ております。

翌28日は、同じ石川県で精力的に子育て支援

に取り組んでいらっしゃる民間団体、ＮＰＯ法

人「子育て生活応援団」から「民間の視点から

見た子育て支援」等について調査を行います。

代表は橘薫さんという方ですが、マスコミ等に

も時々取り上げられまして、県の中山間地域活

性化委員もあわせてされておるということで、

かなり貴重な御意見等聞けるかと思われます。

同日ですが、その後、福井県庁に移動いたし

まして、福井県では、自県の合計特殊出生率の

詳細な分析を行っていらっしゃいます。またあ

わせて、女性の就業率や共働き率が全国１位で

もありますので、ワーク・ライフ・バランス等

の支援、また結婚支援などのさまざまな取り組

みについても成果を上げておられますので、そ

の内容について調査を行う予定です。

最終日、29日につきましては、三重県に移動

いたしまして、子供を生み育てることができる

自立した人材育成を行うという観点から、三重

県若者自立支援センターで、行政、企業、ＮＰ

Ｏ等とのネットワークを活用したニート支援対

策、若者への自立支援に向けた取り組みの調査

を予定しております。

行程説明は以上でありますが、調査日が迫っ

ております。調査先との調整もある程度進めさ

せていただいておりますので、できればこの案

で御了承いただきたいと思いますが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、諸般の事情により若干変更が出てくる

かもしれませんが、この点につきましても正副

委員長に御一任いただきますようお願いいたし

ます。

続きまして、資料２をごらんください。今後

の当委員会の活動計画であります。１回目の委

員会で決定いたしました活動計画に修正の必要

が出てまいりました。

今後の日程につきまして御了解をいただきた

いと思いますが、まず、次回の委員会につきま

しては閉会中の11月10日に予定してありました

が、御案内のとおり、８月に実施予定であった

４つの常任委員会の県外視察が、衆議院選の関
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係で延期となっておりますので、下の欄に書い

ておりますように、11月10日から12日までに４

つの常任委員会の県外視察が延期されておりま

すので、日程が重なることになります。よって、

本特別委員会を１日前倒しし、11月９日に開催

したいと考えております。

次に、明けて１月26日に予定しておりました

特別委員会でありますが、複数の部局が都合が

つかないということもありまして、28日（木曜

日）に変更させていただきたいと考えておりま

す。

以上のような日程に変更したいと思いますが、

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、ただいま11月９日に変更になりました

次回委員会ですが、執行部からの概要説明、資

料要求等について、何かございましたら御意見

をお願いいたします。

○押川委員 婚姻率、離婚率の件数がわかれば

件数を上げてもらったほうが、この比率ではわ

かりません。お願いします。

○図師委員 今、押川委員から、婚姻率と離婚

率を件数で上げていただくということ、要求を

しておきます。

そのほか何かございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○図師委員長 それでは、いよいよ特別委員会

も残り少なくなってきております。本日の執行

部の説明の中にもありましたが、くしくも来年

度、平成22年度から次世代育成支援宮崎県行動

計画が改訂されます。よって、この特別委員会

が今後、調査、研修、また政策の提言すること

がこの行動計画の中に織り込んでいただくとす

るならば、この委員会の存在意義もさらに際立っ

てくるものと考えますので、今後とも皆様方の

積極的な意見、提言をよろしくお願いいたしま

す。

それでは、以上をもちまして本日の委員会を

閉会いたします。

次回お会いいたしますのは、10月27日の県外

調査の出発日になりますので、どうぞお体留意

されてお集まりいただきますよう、よろしくお

願いいたします。

本日はどうもお疲れさまでした。

午前11時50分閉会


